
国民年金だより

問
５　
広
島
に
原
爆
が
落
と
さ
れ
た
日
は
？　
①
８
月
５
日　
②
８
月
９
日　
③
８
月
15
日

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

・
厚
生
年
金
保
険
、
船
員
保
険
及

び
共
済
組
合
の
加
入
者
の
配
偶
者

で
あ
っ
て
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
な
か
っ
た
期
間
（
※
）

・
厚
生
年
金
保
険
・
船
員
保
険
の

脱
退
手
当
金
を
受
け
た
期
間
ま
た

は
共
済
組
合
の
退
職
一
時
金
を
受

け
た
期
間
（
昭
和
61
年
４
月
か
ら

65
歳
に
達
す
る
日
の
前
月
ま
で
の

間
に
免
除
期
間
を
含
む
保
険
料
納

付
済
期
間
が
あ
る
人
に
限
る
）

・
65
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

に
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
方
、
ま

た
は
永
住
許
可
が
さ
れ
た
方
の
取

得
・
許
可
前
の
期
間
で
あ
っ
て
昭

和
56
年
12
月
ま
で
の
在
日
期
間

（
※
）

・
学
生
（
夜
間
制
、
通
信
制
、
各

種
学
校
を
除
く
）
で
あ
っ
て
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期

間
（
※
）

※
期
間
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

期
間
に
限
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
合
算
対
象
期
間

と
な
る
期
間
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
合
算
対
象
期
間
は
日
本

年
金
機
構
に
は
記
録
が
残
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
申
し
出

に
基
づ
い
て
調
査
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

合
算
対
象
期
間
（
カ
ラ
期
間
）

に
つ
い
て

　

合
算
対
象
期
間(

カ
ラ
期
間)

と

は
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
が
、
受
給
資
格
期
間
と
し
て
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
期
間
で
す
。

こ
の
合
算
対
象
期
間
と
保
険
料
を

納
付
し
た
期
間
、
免
除
、
猶
予
さ

れ
た
期
間
を
合
わ
せ
て
10
年
以
上

あ
れ
ば
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
要

件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

主
な
合
算
対
象
期
間
は
次
の
と
お

り
で
す
。

○
昭
和
61
年
４
月
１
日
以
後
の
期

間・
日
本
人
で
あ
っ
て
、
海
外
に
居

住
し
て
い
た
期
間
の
う
ち
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た

期
間
（
※
）

・
平
成
３
年
３
月
ま
で
の
学
生（
夜

間
制
、
通
信
制
を
除
き
、
年
金
法

上
に
規
定
さ
れ
た
各
種
学
校
を
含

む
）
で
あ
っ
て
国
民
年
金
に
任
意

加
入
し
な
か
っ
た
期
間
（
※
）

・
第
２
号
被
保
険
者
と
し
て
の
被

保
険
者
期
間
の
う
ち
、
20
歳
未
満

の
期
間
ま
た
は
60
歳
以
上
の
期
間

・
任
意
加
入
し
た
が
、
保
険
料
が

未
納
と
な
っ
て
い
る
期
間
（
※
）

○
昭
和
36
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和

61
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間

年
金
請
求
書
の
手
続
き
漏
れ
が

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
の

に
必
要
な
期
間（
受
給
資
格
期
間
）

が
「
25
年
」
か
ら
「
10
年
」
に
短

縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
年
金
機
構
で
は
、
こ
れ
ま
で

に
対
象
と
な
る
方
に
黄
色
の
封
筒

（
Ａ
4
サ
イ
ズ
）
を
お
届
け
し
て

い
ま
す
。

　

制
度
の
開
始
は
平
成
29
年
8
月

1
日
（
最
も
早
い
年
金
の
お
支
払

い
は
平
成
29
年
10
月
）
で
す

　

ま
だ
お
手
続
き
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
今
す
ぐ
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
に
お
電
話
を
！

　

予
約
の
上
、
年
金
事
務
所
に
て

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国民年金
だより
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